
 

仕 様 書 
 

１ 件  名 

  令和６年度中国四国農政局診療所における医薬品の購入 

 

２ 納品物及び予定数量 

  別紙「令和６年度中国四国農政局診療所における医薬品一覧」のとおり 

  （注）予定数量については、購入数を確約するものではない。 

 

３ 契約期間 

  契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 納入場所 

  中国四国農政局診療所 

 

５ 業務内容 

（１） 契約した医薬品について、中国四国農政局診療所からの発注に基づき、納品する。 

   ア 発注方法は、発注書による。 

   イ 納入場所は、中国四国農政局診療所とする。 

    ウ 納入期限は、中国四国農政局診療所から発注時に指定した日時とする。 

エ  納品にあたっては、有効期限及び使用期限が設定されている医薬品については、特別な事

情がない限り、前に納入した医薬品より新しい期限の医薬品を納品すること。  

     オ 納入した医薬品に関する情報（販売中止、医薬品名変更、添付文書改訂等）を速やかに提    

供すること。 

     カ 納入した医薬品について、製造販売元から回収情報が発せられた場合は、速やかに回収に

協力すること。 

   キ 納品した医薬品に関する薬剤情報等について、中国四国農政局診療所が製造販売元に照会

した際、製造販売元が的確に対応できる体制を整えておくこと。 

   ク 出荷調整対象となり納入可能なメーカー等が異なることとなった場合は、中国四国農政局

診療所が認めた同種薬も可とする。 

（２） 支払いは、１か月毎とし、前月納品分について、支払請求書に基づき行う。 

 

６ その他 

  疑義が生じた場合は、農林水産省共済組合本部と協議の上、決定することとする。 


